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令和４年５月定例教育委員会会議録       

１．日  時    令和４年５月６日（金）午後２時 

２．場  所    泉佐野市役所4階 庁議室 

３．出席委員   教育長                  奥 真弥  

         教育長職務代理者             赤坂 敏明 

委 員                  山下 潤一郎 

委 員                 中村 スザンナ 

委 員                 甚野 益子 

委 員                 石崎 貴朗 

委 員                 谷口  朋 

 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長                 髙橋 和也 

施設担当理事               岩間 俊哉 

スポーツ推進担当理事                   樫葉 浩司 

日本遺産推進担当理事          中岡 勝 

教育総務課長                           田倉 元 

教育総務課学校施設担当参事        山出谷 佳則 

教育総務課教職員担当参事         山岡 史賢 

教育総務課教育振興担当参事       川崎 信行 

教育総務課夜間中学校担当参事      本道 篤志 

教育総務課給食センター建設担当参事   杉浦 勇人 

学校教育課長               藤原 義弘 

学校教育課学校指導担当参事        和田 哲弥 

学校教育課人権教育担当参事        渡辺 健吾  

生涯学習課長               大引 要一 

青少年課長                中岡 俊夫 

スポーツ推進課長             山路 功三 

（庶務係）教育総務課主幹(兼)係長           山本 建志 

 

5．本日の署名委員 委 員                       甚野 益子 
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議事日程 

   （報告事項）                     

報告第１６号  教育委員会後援申請について 

報告第１７号  教育委員会後援実施報告について 

 

議案第１０号  泉佐野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の 

一部を改正する規則について（教育総務課） 

議案第１１号  令和 5 年度泉佐野市立学校使用教科書の採択について（学校教育課） 

議案第１２号  就学支援委員の任命について（学校教育課） 

議案第１３号  泉佐野市奨学金基金条例の一部改正について（学校教育課） 

     

   （午後２時００分開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から令和４年５月の定例教育委員会議を開催します。 

本日の傍聴はございません。 

本日は委員全員が出席しているため、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は甚野委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

それでは、本日の審議に入ります前に、４月定例教育委員会議の会議録についてご確認をお願い

いたします。委員の皆様で何かお気づきの点がございましたら、お願いいたします。   

 

無いようでございますので、会議録の確認は終了させていただきます。恐れ入りますが、赤坂委

員は後ほど署名をお願いします。 

 

それでは本日の審議に入りたいと思います。 

はじめに報告第 16 号「教育委員会後援申請について」を議題といたします。報告をお願いします。 

 

田倉教育総務課長 

   教育長専決により教育委員会の後援名義使用を承認した事業について、報告資料１６に基づいて

説明。 

新規３件、継続８件、計１１件の事業内容について一括で報告  

 

奥教育長  

   ただ今の報告について、ご意見ご質問がございましたらお願いします。 

 

甚野委員 

   教育委員会の後援申請で、新規や継続等の行事があるのですが、後援申請の定義というか、後援

資格があれば後援として認めるという定義とかは今更ですが確認させて下さい。 
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奥教育長 

   どういう団体が申請できるかということでしょうか。 

 

甚野委員 

   教育委員会としてどういうものを認めているかということです。 

 

田倉教育総務課長 

   後援内容について担当課の方で審査し、泉佐野市教育委員会としてふさわしい内容と判断した場

合に後援させていただいております。 

 

甚野委員 

   それぞれの担当課で先に協議されて、その後で定例教育委員会議で報告されるということですか。 

 

奥教育長 

   教育長が決裁をして、定例教育委員会議の報告事項として上がってくるという流れです。 

 

甚野委員 

   そういう流れなんですね。わかりました。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

石崎委員 

   「全国高等学校優秀校剣道錬成大会」というのがありますが、初芝立命館高等学校が J:COM 末広

体育館でする理由というのは何か理由があるのですか。 

 

山路スポーツ推進課長  

   他の体育館でもされていたみたいなんですが、５、６年前に初芝立命館高等学校の剣道部の保護

者会の方々が J:COM 末広体育館の方で使わせていただきたいと申し出があり、開催されています。 

 

石崎委員 

   何年も続いて J:COM 末広体育館で継続されている大会なんですか。 

 

山路スポーツ推進課長 

   昨年はコロナの関係で中止されているのですが、５、６年前からは毎年開催されています。 

 

石崎委員 

   はい、わかりました。ありがとうございました。 
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奥教育長 

他にございませんか。 

 

   無いようでございますので、以上で報告第 16 号を終わります。 

   次に、報告第 17 号「教育委員会後援実施報告について」を議題といたします。報告をお願いしま

す。 

 

田倉教育総務課長 

   報告第 17 号「教育委員会後援実施報告について」ご説明いたします。報告資料 17「教育委員会

後援実施報告一覧表」をご覧ください。報告件数は今回５件でこれらは以前に教育委員会で後援承

認したものであり、実施報告ということで、報告資料第17をもって報告にかえさせていただきます。 

 

奥教育長 

   ただ今の報告について、委員の皆様でご意見ご質問がございましたらお願いします。 

   

   無いようでございますので、以上で報告第 17 号を終わります。 

    

 続いて議案審議にうつります。 

議案第 10 号「泉佐野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を 

改正する規則について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   それでは、私より、議案第１０号、「泉佐野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規則」の一部を改正する規則の改正について説明します。 

議案資料１０をご覧ください。 

府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正に伴い、本市の準則を

改正するものです。 

改正の理由としては、更なる働き方改革の推進を図り、より柔軟な勤務時間管理を可能とするた

め、いわゆる超勤４項目の区分にあたる業務について、公務運営上必要な場合に限って、勤務時間

の割振りを可能とする適用範囲の拡大及び、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部が

改正され、第１８条（不妊治療休暇）が削除されることに伴い、所要の改正を行うものです。    

新旧対照表をご覧ください。 

（宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間割振り）第 3 条に下線部「条例第 11 条に

規定する業務」を追加します。これにより、修学旅行等の宿泊を伴う学校行事に加え、いわゆる超

勤 4 項目、 

①校外実習その他生徒の実習に関する業務 

②修学旅行その他学校行事に関する業務 

③職員会議に関する業務 

④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない

場合に係る業務も割振りを変更できるようになります。 
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次に、（週休日の振替等）の第 5 条から下線部「第 18 条不妊治療休暇」を削除します。これは、

新たに「出産サポート休暇（有給の特休）」が新設されることに伴い、職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の一部が改正され、第 18 条に規定される「不妊治療休暇（無給）」が削除されたこ

とによるものです。 

説明は以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥教育長 

ただいま教育総務課教職員担当参事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、

お願いします。 

 

奥教育長 

無いようでございますので、議案第 10 号「泉佐野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、 

休暇等に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案どおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１１号「令和 5 年度泉佐野市立学校使用教科書の採択について」を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

和田学校教育課学校指導担当参事 

議案資料１１【令和５年度泉佐野市立学校使用教科書の採択】について、ご説明させていただき

ます。 

資料Ｐ１をご覧ください。大阪府教育委員会教育長から「令和５年度使用義務教育諸学校教科用

図書採択の基本事項」として、今年度における教科書採択に関する通知を受けています。 

Ｐ２をご覧ください。１．市町村教育委員会における採択の基準についての（１）、小・中学校及

び義務教育学校の令和５年度使用教科用図書につきましては、令和４年度使用教科用図書と同一の

教科書を採択しなければならないとされています。 

事務局としましては、これらの通知やＰ４以降の文部科学省通知等に則り、令和５年度使用教科

用図書につきましては、全教科において、今年度使用教科書と同一の教科書を採択したいと考えて

おります。 

なお、来年度は、令和６年度使用小学校教科書の採択替えを行う予定ですので、よろしくお願い

いたします。 

「令和５年度泉佐野市立学校使用教科書の採択」についての説明は、以上です。ご審議の上、ご

承認たまわりますよう、よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

ただいま学校教育課学校指導担当参事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、

お願いします。 
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甚野委員 

   ８ページになります。一昨年中学校の教科書の選択にあたらせてさせていただいたのですが、そ

の時もお話しさせていただいたのですが、委員の人数が６人いて、冊数が足らなかったので、でき

ましたら冊数を委員分手元に置いておけたら凄く助かるなと思います。 

    限られた期間内に多くの教科書を確認しないといけないので、その手間とか時間とか労力が結

構かかったのと、もう一回見直したいところがあったりするので、できれば冊数を各教科１人１冊

ずつお願いできたらと思います。 

 

和田学校教育課学校指導担当参事 

   今の時点では言いにくいですが、前回の時にご意見賜っていますし、可能な限りということにな

りますが、お 1 人にできるだけ長い期間、しっかり委員の皆さまに見ていただけるように配布させ

ていただきたいと思います。 

 

奥教育長 

よろしいですか。 

 

甚野委員 

   はい。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

   無いようでございますので、議案第１１号「令和 5 年度泉佐野市立学校使用教科書の採択につい

て」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

   

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１２号「就学支援委員の任命について」を議題といたします。説明をお願いし

ます。 

 

渡辺学校教育課人権教育担当参事  

   議案第１２号【就学支援委員の任命について】について、ご説明させていただきます。 

今年度、５月１３日に開催されます、第１回泉佐野市就学支援委員会において、１枚目にありま

す泉佐野市就学支援委員会規則に則り、４枚目の名簿のとおり委員に任命いたします。 

委員は、各小中学校支援学級担任をはじめ、専門機関から各領域の専門家や市立こども園から園 

長先生、支援教育の市リーディングチームである通級指導教室担当者です。 

２枚目には昨年度の事業報告について、資料をつけております。 

昨年度は、小中学校あわせて２３３名について協議を行いました。 

３枚目には、今年度の事業計画についても資料をつけておりますので、ご参照願います。 
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今年度は、６月に保護者向けの就学相談全体会を、７月～１１月にかけて個別の就学相談会を行 

い、１１月の第２回就学支援委員会において、次年度支援学級入級児童生徒等についての協議を行 

う計画です。 

就学支援委員の任命について、ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

   昨年、一昨年と規模は縮小してやっていたのですか。 

 

渡辺学校教育課人権教育担当参事  

   時間の短縮はなかなか図れずにいたのですが、参加人数につきましては、各校１名であったり、

規模、参加人数も縮小して対応させていただいております。 

 

奥教育長 

   今年度からは通常に戻りますね。 

   委員さんはそれぞれいるけれども、参加するのは 1 名ということですね。 

    

渡辺学校教育課人権教育担当参事 

   参加するのは 1 名と予定しております。 

 

奥教育長 

   ただいま学校教育課人権教育担当参事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、

お願いします。 

 

   無いようでございますので、議案第１２号「就学支援委員の任命について」は、原案どおり承認

することとしてよろしいでしょうか。 

  

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

   続きまして議案第１３号「泉佐野市奨学金基金条例の一部改正について」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

 

藤原学校教育課長 

   議案第１３号泉佐野市奨学金基金条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。 

議案資料１３の新旧対照表をお開きください。 

今回の一部改正につきましては、第 2 条に定めるところの基金の額といたしまして、令和 4 年 3

月 31 日時点における基金残高を改正するためのもので、変更前、令和 3 年 3 月 31 日の基金残高

432,963,894 円から、令和 3 年度「給付型奨学金事業」実施分、10,000,000 円を差し引いた

422,963,894 円に改正するものでございます。 
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なお、当該議案につきましては、ご承認の後、令和 4 年 6 月定例市議会へ条例改正として上程す

る予定としております。 

説明は、以上でございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥教育長 

   ただいま学校教育課長より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、お願いします。 

 

   無いようでございますので、議案第１３号「泉佐野市奨学金基金条例の一部改正について」は、

原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

  

    （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

   ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

   続きましてその他で何かございますか。 

 

山出谷教育総務課学校施設担当参事 

前回の 4 月 8 日に行われました定例教育委員会議におきまして、報告第 13 号「泉南地区教職員組

合要求書の回答について」の中で、回答書の「４、勤務条件、福利厚生に関わる要求」で 8 ページ

になりますが、「⑩職員専用トイレの設置をすすめること。（男女入口が別の形に）」の要求につきま

して、教育委員会として「厳しい財政状況であり、困難である」と回答していました。 

その項目につきまして、甚野委員より「男性の先生と女性の先生が同じ入口からトイレに入る学

校があるということなんでしょうか」の質問に対しまして、私、教育総務課学校施設担当の山出谷

が「手元資料がなく、私の知る限りでは男性の先生と女性の先生が一緒の入口というのはないかと

思うのですが、確認しておきます」と回答いたしましたが、確認したところ同じ入口からトイレに

入る学校はありませんので、報告させていただきます。 

 

奥教育長 

よろしいのでしょうか。 

 

甚野委員 

   はい。ありがとうございました。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 
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中岡日本遺産推進担当理事 

   広島県安芸高田市と泉佐野市の今後の連携にさきがけて、本市と神楽関係者の皆さま３０名分の

チケットを用意し、５月１４日（土）メルパルク OSAKA の会場にて「ひろしま安芸高田神楽」の

鑑賞を行う予定です。泉佐野市役所からバスで移動する予定ですので、参加していただける方がい

らっしゃいましたら、お声かけいただきましたら案内をお渡ししたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

無いようですので、本日の委員会に付議されました議題はすべて終了いたしました。 

次回の６月の定例教育委員会会議は令和４年６月３日金曜日、午後２時から、市役所４階 庁議

室で開催いたします。 

   それではこれをもって本日の会議は終了いたします。 

   

（午後２時３６分閉会） 

 

 

   上記のとおり、本市教育委員会の会議の顛末に相違ないことを記すため、ここに署名する。 

 

  令和 4 年６月３日 

 

                   

 

 

 

 


